
年度末における

検査予約に関するお知らせとお願い

2～3月は検査申請が集中します。

2024年度中に確認済証の交付を受けている

工事着手が2025年4月1日以降である

検査前に
・構造審査
・省エネ適合審査
を完了する必要があります

・混雑により希望の検査日程に添えない場合があります。

・検査予約後の日程変更は、混雑状況により希望日に対応できない場合があります。

・検査が保留となった場合は、現場是正や変更手続き、再検査等が必要となり

引渡し・入居開始日の延期につながる可能性があります。ご注意ください。

新1号又は2号物件である

断熱仕様・設備容量・一次エネルギー消費量などに変更が生じた場合

・所定の 変更申請／変更届の提出が必須です。

・変更の届出・審査が完了していない場合

→検査が「不合格」または「保留」となる可能性があります。

・変更が判明次第、速やかに相談・手続きを行ってください。

・追加審査には一定の審査期間が必要です。
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追加審査の有無や変更手続きの有無を確認ください。

以下すべてに該当する場合は、追加審査が必要となる可能性が
あります。

太陽光パネル
給湯設備
エアコン など
変更ありませんか？

早めの検査予約と日程変更に注意ください。

省エネ計画の変更がある場合、申請や届出が必要となる場合が
あります
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